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Coltでは、有限希少な電気通信番号が使用されているサービスを、ニーズ等に合わせて適切に利用できる状態

にすることと同時に、利用者が安心して使えるようにする対策を講じ、連携してまいります。
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• 確認が取れない場合の対応について明確にする必要がある
• 既存のエンドユーザーへのインパクト等を勘案すべき

• 国内の事業実績のみでなく、海外の実績も考慮すべき
• 現状Coltでは 番号以上の場合に利用用途等を確認している

• 電気通信事業法の登録又は届出の手続で確認がなされることを
考慮

• 当社顧客は法人顧客のみであり、代表者等と面識を持つケース
は多いものの、義務付けは過度

• すでに実施しているが、番号制度の観点から一律に与信審査を
義務化することは不適切と考える

• まずは利用者への影響の程度を検討する等のステップを踏むべ
きである
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